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令和６年１２月末現在

１ 国籍別
国 籍 人 数 比率（％）

1 ベ ト ナ ム 5,929 24.4%
2 中 国 4,342 17.9%
3 フ ィ リ ピ ン 2,905 11.9%
4 ブ ラ ジ ル 2,619 10.8%
5 イ ン ド ネ シ ア 2,434 10.0%
6 パ キ ス タ ン 807 3.3%
7 ミ ャ ン マ ー 777 3.2%
8 ロ シ ア 693 2.9%
9 ネ パ ー ル 451 1.8%
10 そ の 他 3,357 13.8%

24,314

２ 在留資格別
在留資格 人 数 比率（％）

1 技 能 実 習 6,612 27.2%
2 永 住 者 6,534 26.9%
3 特 定 技 能 2,514 10.3%
4 技術・人文・国際 1,862 7.7%
5 定 住 者 1,689 6.9%
6 家 族 滞 在 1,368 5.6%
7 日本人の配偶者等 841 3.5%
8 留 学 621 2.6%
9 特 別 永 住 者 608 2.5%
10 そ の 他 1,665 6.8%

24,314

合 計

合 計

富 山 県 在 住 外 国 人 統 計





資格外活動許可について 

１ 一般原則 
資格外活動の許可は、法第１９条第２項に定める「（出入国在留管理庁が）相当と認めるとき」に行

うところ、次に掲げる要件のいずれかにも適合すると認められる場合には、当該相当性を認めて許可す
る。許可には「包括許可」」と「個別許可」がある。 

（１）申請人が申請に係る活動に従事することにより現に有する在留資格に係る活動の遂行が妨げられ
るものでないこと。 

（２）現に有する在留資格に係る活動を行っていること。 
（３）申請に係る活動が法別表第一の一の表又は二の表の在留資格の下欄に掲げる活動（「特定技能」及

び「技能実習」を除く。）に該当すること。（「留学」及び「家族滞在」を除く。） 
（４）申請に係る活動が次のいずれの活動にも当たらないこと。 

①法令（刑事・民事を問わない）に違反すると認められる活動 
②風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する業務等に従事して行う活動 

（５）収容令書の発付又は意見聴取通知書の送達若しくは通知を受けていないこと。 
（６）素行が不良でないこと。 
（７）本邦の公私の機関との契約に基づく在留資格に該当する活動を行っている者については、当該機

関が資格外活動を行うことに同意していること。 
 
２ 包括許可 

稼働先と雇用契約を結ぶ前に資格外活動許可を取得できるもの。ただし、取得できる在留資格と要件
が決められている。 

（１） 在留資格「留学」（「文化活動」で留学生と同様の活動を行っている者） 
１週に２８時間以内（教育機関の長期休業期間にあっては、１日について８時間以内）の収入を伴

う事業（注）を運営する活動又は報酬を受ける活動 
（２）在留資格「家族滞在」（「特定活動」で「家族滞在」のように扶養を受ける活動の者） 

１週に２８時間以内の収入を伴う事業（注）を運営する活動又は報酬を受ける活動 
（３）在留資格「特定活動」で継続就職活動又は内定後就職までの在留を指定されている者 

１週に２８時間以内の収入を伴う事業（注）を運営する活動又は報酬を受ける活動 
（注）包括許可における「事業を運営する活動」とは、雇用契約書等により従事しようとする時間が

明確である管理者等としての活動のほか、個人事業主として配達等の依頼を受注し、成果に応じ
た報酬を得る活動で、稼働時間を客観的に確認することができるものを指す。 

 
３ 特例 

「技能実習生」が大規模な自然災害の発生に伴い、技能自習を行うに当たっての環境を復旧するため
の活動に従事する場合、個別に資格外活動を許可する。 


